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八代市男女共同参画計画（骨子案） に関するパブリックコメントの結果 
 
１ 意見募集の期間 平成 30年 3月 16日（金）～平成 30年 3月 30日（金） 
２ 意見の件数（提出者数） １７件（３人） 
（1）基本目標・基本的施策に対するご意見  ７件 
（2）文言・具体的施策に対するご意見     １０件 

３ 意見の取扱い 
① 意見の趣旨を踏まえ、基本目標・基本的施策を修正するもの 反映 ０件 
② 今後の素案作成・取組の参考とさせていただくもの 参考 ９件 
③ 寄せられた意見に対して、市の考え方を補足説明するもの 補足 ８件 

  
４ 意見の概要と本市の考え方 
 
（1）基本目標・基本的施策に対するご意見  

№ 意見の内容 ご意見に対する市の考え方 

 基本目標 1 男女共同参画社会実現に向けた意識づくり 

１ 

【基本的施策に係るご意見】 

現計画の基本的課題１の内、（２）性別による固

定的な役割分担意識の解消、と（３）国際的視点

に立った男女共同参画の意識づくり、に当たる項

目が無いのではないか。「ジェンダーの視点」や「固

定的性別役割分担意識の解消」等の文言を入れた

内容の項目が必要と考える。 

【補足】 

男女共同参画社会を実現するためには、性別による固定的役割分担意識の解消をはじめ、男女共同参画について正しく理解すること

が重要であり、男女共同参画の視点に立った広報・啓発、教育・学習に取り組む必要があると考えております。 

「性別による固定的役割分担意識の解消」については、男女共同参画の理解促進と並び基本的施策「意識改革のための広報・啓発の推

進」の具体的施策のとして今後、検討したいと考えております。 

また、「国際的視点に立った男女共同参画の意識づくり」については、今後、具体的施策を協議し、基本的施策としての位置づけも

含め検討する予定としております。 

 基本目標２ あらゆる分野において男女がともに活躍できる社会づくり 

２ 

【基本目標に係るご意見】 

「あらゆる分野において男女がともに活躍できる

社会づくり」を国、県と同じく「あらゆる分野に

おいて女性が活躍できる社会づくり」と変更 

 

 

 【補足】 

男女共同参画社会実現のためには男女がともに、自らの意思によりその個性と能力を十分に発揮し、職場・家庭・地域等あらゆる場

面において活躍できることが重要です。本市は、就業者の約半数が女性で、女性の労働力率も高い等、職業生活における女性活躍推進

のための施策が求められています。女性の活躍を推進するためには、男性の働き方・暮らし方の見直しは不可欠であり、男女が共に仕

事と生活を両立しつつ、その個性と能力を発揮して活躍できることが男女共同参画社会の実現につながると考えております。 

基本目標としては、この点を踏まえ「男女がともに」としております。 

ただし、基本目標以下の基本的施策等では、女性の活躍を積極的に推進するための施策・取組を検討したいと考えております。 

３ 

【基本目標に係るご意見】 

  ４本の柱の一つを国や県と同じく「女性の活躍

推進」と明記して欲しかったが、現計画の基本的

課題３と４を合わせた構成となり「あらゆる分野

において男女がともに活躍できる社会づくり」と

されている女性の活躍推進への課題がぼやけな

いようにする。 

 【補足】 

  №２と同様です。 
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 基本目標３ 安全で安心して暮らせる社会づくり 

４ 

【基本的施策に係るご意見】 

「安全で安心して暮らせる社会づくり」の基本的

施策の「女性に対するあらゆる暴力の予防と根絶」

を「女性に対するあらゆる暴力の根絶」と変更 

【補足】 

現在の本市男女共同参画計画の施策の方向のひとつとして「女性に対するあらゆる暴力の予防及び根絶」を掲げ、未然防止に係る取

組を進めてきました。国第 4次男女共同参画計画の施策の基本的方向の「女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり」を踏ま

えつつ、これまでの施策を引き継ぎ、新たな計画においても「予防」を明記したいと考えております。 

５ 

【基本的施策に係るご意見】 

  基本的施策の１行目「女性に対するあらゆる暴

力の予防と根絶」の「予防」を削除して「女性に

対するあらゆる暴力の根絶」とする。 

【補足】 

№４と同様です。 

６ 

【基本目標に係るご意見】 

基本事項３のタイトルに「男女の人権が尊重さ

れ」を挿入し、「男女の人権が尊重され安全で安心

して」に改める。 

理由として、基本目標に是非入れて欲しい人権

尊重の言葉が見当たらなかった為。 

【補足】 

基本目標３「安全で安心して暮らせる社会づくり」の基本的施策としては、「女性の視点を反映した地域の防災力向上」も含まれる

ことから基本目標には、『人権尊重』の言葉を使用しておりません。 

ただし、「女性に対する暴力の予防と根絶」や「生涯を通じた女性の健康支援」には、男女が互いの人権を尊重し、思いやりを持つ

ことは重要な点であるため、計画では、その旨を文章として明記したいと考えております。 

７ 

【基本的施策に係るご意見】 

「あらゆる暴力の予防と根絶」を「あらゆる暴力

や人権侵害の根絶」に修正する。理由として、暴

力の予防とは、研修会開催等を指すのでしょうが、

それも大事なことであり必然的に実施すべきこと

であると思います。 

しかし、それよりも女性（子ども・障がい者等

含む）の人権を守るために人権侵害の根絶とした

ほうがこの項目は人権問題であるということが明

視されるのではないでしょうか。 

【補足】 

№５・№６と同様です。 

 

 

（2）文言・具体的施策に対するご意見 

№ 意見の内容 ご意見に対する市の考え方 

 基本目標 1 

●一人ひとりの意識の改革のため、家庭、地域、職場等におけるあらゆる機会を通じた広報・啓発や教育・学習の推進を図ります。 

１ 
「一人ひとりの意識の改革を」 

「一人ひとりの意識改革と変更」 

 【補足】 

 「改革」は、あらため、変えるまでの意味を含みます。現行どおりの記載とさせていただきます。 

２ 
「意識の改革のため」を、「男女共同参画の視点に立った

意識の改革のため」に改める。 

 【参考】 

  素案作成の際、参考とさせていただきます。 

 基本目標２ 

●女性の活躍推進や仕事と家庭の両立のために、男女の働き方改革や子育て介護支援の充実等、ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）の推進に向けた環境づくりの促進を図ります。 

３ 

  女性の「仕事と家庭の両立」とも受け取られるため、「仕

事と家庭の両立や女性の活躍推進のために、・・・」とす

るのはどうか。 

 

 

 【参考】 

  素案作成の際には、誤解のないような表現に努めます。 
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●活力ある社会を持続するため、あらゆる分野において、女性がその個性と能力を発揮し、男女がともに活躍できる社会をめざします。 

４ 

「活力ある社会を持続」を「多様性に富む活力ある社会を

持続」に改める。 

理由として、活力ある社会がどんな社会か判断できない為 

 【参考】 

  素案作成の際、参考とさせていただきます。 

 基本目標３ 

●ドメスティック・バイオレンスや各種ハラスメントなどあらゆる暴力の予防と根絶に努め、誰もが安心して生活できる社会をめざします。 

５ 
  深刻な被害を受ける「性暴力」をドメスティックバイレ

ンスの後に入れてほしい 

 【参考】 

  素案作成の際、参考とさせていただきます。 

６ 

  根絶のための予防であるから予防と根絶を並べた文言

に違和感を覚えるため国の計画と同様にし、「ＤＶや性暴

力、各種ハラスメントなど女性に対するあらゆる暴力の予

防と根絶のための基盤づくりに努め、・・・・」にしては

どうか。 

 【参考】 

  素案作成の際、参考とさせていただきます。 

●ひとり親家庭など、経済的に厳しいことが予想される家庭の就労などの自立支援を図ります。 

７ 
項目を増やし、子どもや高齢者、障がい者、外国人等に

ついても加える。 

【参考】 

  素案作成の際、参考とさせていただきます。 

 基本目標４ 

●職員一人ひとりが、男女共同参画について正しく理解し、男女共同参画の視点を持って施策に取り組めるよう意識改革を図ります。 

８ 

「職員一人ひとりが、・・・・取り組めるよう意識改革を

図ります。」を「職員一人ひとりが、・・・・施策に取り組

みます。」と変更 

 【参考】 

  素案作成の際、参考とさせていただきます。 

９ 

一つ目の●、職員１人ひとりの「意識改革を図ります」

という文言は、市がこれまで長年、施策を推進してきての

今回の計画づくりであることから、現実に未だ正しく理解

できていない職員の存在があるとして、さらなる意識の向

上は必要ではあるが相応しくないと考える。例えば県の計

画では「男女共同参画社会づくりを進めるため施策の実施

状況などの見える化を行い、各種施策を総合的かつ効果的

に推進する・・・」とあるように、さらなるステップへの

内容を表に出すべきではないかと考える。 

 【参考】 

 「職員の意識改革」につきましては、現状として市の管理職に占める女性職員の割合や市男性職員の育児休業取得割合が目標値に達

しておらず、女性活躍の地域のけん引役となるべく、さらなる職員に対する意識啓発のための取組が必要と考えております。 

  また、男女共同参画計画を計画的かつ総合的に推進するため、八代市男女共同参画行政推進委員会や八代市男女共同参画審議会に

おいて実施状況を定期的に検証し、進捗状況を明らかにするなどの体制をとっております。 

  今後は、この体制を含め「推進体制の充実・強化」の具体的施策を検討する予定としております。 

  ご意見は、素案作成の際、参考とさせていただきます。 

１０ 

基本事項４の３行目、「意識改 

革を図ります」を「環境整備を進めます」に修正する。 

理由は、八代市が男女共同参画宣言都市となって２２年に

なりましたが、まだ基本目標に記入しなければ成らないほ

ど意識改革が進んでいないとは悲しいことだと思います。

意識改革が進んでいないならいないなりに進んでいない

状況を明らかにし、これが進められるように環境を整備す

るべきだと思いませんか。 

 【参考】 

№９と同様です。 

 


